
選挙管理委員って実際のところ何しているの？ 

誰もが疑問に感じておられると思います。 

今回はそれを紐解いていきましょう！ 

 

 

　次年度本部役員の選出　　　　　　　　　←この１つだけです！　 
 

選挙管理委員のお仕事 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

　 
 

　 

　※主な流れであり、この限りではありません。 

　※選挙管理委員は次年度の本部選出に携わる為、次年度本部選出対象外となります。 

 

 選挙管理委員のお仕事を紹介する為に、 
　　　　　　　　　まずは本部役員選挙の流れをご説明します。 
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①選挙告示 



 

 

５月頃　　 ※①~⑥は上記図の数字です。 

　　　　　　　③抽選会・④互選会の日程を決めます。 
 

９月頃　　
　　　①の書類です。 

 

10月初旬　 　→　定員を満たす立候補があれば、 

　　　　　　　　　　　　　　　  ⑤選挙総会書類作成＆配信の後、 

　　　　　　　　　　　　　　     ⑥本部役員決定書類作成＆配信。　 
 

　 

 

　　　　　　　 立候補が定員に満たなければ、③抽選会のお知らせ書類作成。 
 

10月中旬　  
 

11月初旬　
　　　 抽選会に向け、提出していただいた委任状の集計などをします。 

 

11月中旬　  
　　　　　　　 抽選によって選ばれた候補者に、電話で互選会のお知らせをします。 
 

11月中旬　  
 

12月初旬　  

　　　　　　　 候補者同士で話し合っていただきます。 

　　　　　　　 候補者内で立候補があればスムーズに進みます！ 
 

12月中旬　  
 

12月中旬　  

 
 

 

　 

主な年間スケジュール 

選挙管理委員業務 
  めでたく終了！ 

選挙管理委員業務 
  めでたく終了！ 

この他に、PTA行事(上賀茂まつりやあさいつ運動など)へのお手伝いをお願いすることもありますが、

無理のない範囲での参加でOKです！ 

令和７年度は 
ここで終了！ 

ここからは 
令和６年度の 
流れをご説明
します！ 



経験者の声 

抽選会に向けての 
委任状の集計が 
ちょっと大変 

学校に集まったのは 
数回だけ！思っていた 
より楽でした！ 

　　選挙管理委員のお仕事は短期集中！学校に集まる回数も限られています！ 
　　立候補者が出れば、さらに早目に業務が終了することも！ 
 
　　PTA規約を重視しながらも、より効率的に公平な選挙ができるよう、毎年の 
　　委員が工夫を凝らしているため、選挙管理委員のお仕事内容は年々向上して 
　　います！ 

来年度、選挙管理委員をやってみませんか？ 

主に９月~１２月の 
業務なので、短期集中で 
出来て良かった！ 

すぐーる配信のおかげで 
お便り配布が大幅減！ 
かなり楽になりました！ 

この声にお応えし、今年度の委任状は、
Formsを活用する準備をしていました！ 

パソコン業務が多いので、 
自宅で自分の時間を 
見付けて取り組むことが 

できました！ 

やることが明確なので、 
効率的に進められた！ 

PTAについて理解を 
深められて良かった！ 

また委員をやる
なら選管！ 


